
その場合は、身体拘束の内容、目的、拘束の時間、経過観察や検討内容を記録し、５年間保存します。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

⑴  緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、入所者本人または他人の生命・身体に  

危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

⑵  非代替性････身体拘束以外に、入所者本人または他人の生命・身体に対して危険が及 

ぶことを防止することができない場合に限ります。 

⑶  一時性･･････入所者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなっ 

た場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

15 サービス提供の記録 

⑴ 介護医療院サービスを提供した際には、提供した具体的なサービス内容等の記録を行うこととし、

その記録はサービス提供の日から５年間保存します。 

⑵ 入所者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求すること

ができます。（開示請求について別途手続きが必要になります。） 

⑶ 入居に際して入居年月日及び事業所名称を、退居に際して退居年月日を介護保険被保険者証に

記載いたします。 

 


